（別紙１）

令和８年度「企業間の若手従業員交流事業」業務委託仕様書


１　業務委託名
企業間の若手従業員交流事業

２　業務目的
県内中小企業等の若手従業員を対象として、キャリアアップや結婚、子育てなども踏まえたキャリア・ライフプランとその実現のための企業環境を考えるワークショップなどを実施する研修会を複数回実施し、若者同士の交流を図ることで、人生の振り返りや将来を考えるきっかけにもつながる企業の枠を超えた同期会の創出につなげることを目的とする。

３　委託期間
契約締結日から令和９年２月28日までとする。

４　委託業務内容
キャリアアップやライフデザインにつながる研修会を計３回実施し、県内中小企業等
　に対する案内、申請受付、会場確保、研修実施までの一連の業務を行う。
その他企業の枠を超えた若手従業員の交流に資する提案があれば、「独自提案」として事業計画書に盛り込むこと。
（1） 対象者
県内中小企業等の若手従業員
※できる限り３回とも同様の参加者とする
（2） 研修内容
キャリアアップにつながるセミナー、交流を深めるためのグループワーク等
　　　　※キャリアとライフプランや働きやすい職場環境など、参加者自身の将来の想像
につながる要素を盛り込むこと
（３）事業の評価項目
参加人数３０人以上、研修参加者の満足度８割以上を見込む研修会を実施し、こ
れらの目標量に対応できる支援体制とした内容、積算を見積書に盛り込むこと。
併せて、その他独自提案がある場合は、提案書に目標数値を記載すること。

５　注意事項
（１）委託業務において知り得た県や企業の情報等については、守秘義務を課する。
（２）本事業の実施に伴い取得した個人情報を本事業以外で利用しないこと。
（３）特定の商品の販売・販売のあっせん、当事業以外の業務への勧誘を行うなど、事業
の趣旨を逸脱する活動を行わないこと。
（４）本事業の一部を第三者に再委託する場合には、あらかじめ県に対して、再委託する
業務の内容、再委託先、再委託先に対する管理方法を報告し、承諾を得ること。
（５）事業により開発、作成された成果品に係る著作権その他の権利は、県に帰属するも
のとする。
（６）その他、本仕様書に定めのない事項については、県と受託者双方で協議の上定める。
（７）本業務に係る委託料の使途を明らかにしておくとともに、支出内容を証明する書類
を本業務終了後５年間に達する年度末まで整備すること。

